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新
・
要
介
護
認
定
基
準
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
九
年
四
月
一
日
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
、
新
・
要
介
護
認
定
基
準
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

こ
の
た
び
、
厚
生
労
働
省
内
に
設
置
さ
れ
た
「
要
介
護
認
定
の
見
直
し
に
係
る
検
証
・
検
討
会
」
に
お
い
て
、
検
証
方
法

は
い
つ
決
め
ら
れ
、
調
査
は
い
つ
依
頼
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
、
検
証
結
果
は
い
つ
公
表
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に

お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

二

新
・
要
介
護
認
定
基
準
が
実
施
さ
れ
、
介
護
支
援
専
門
員
の
間
で
は
、
訪
問
調
査
に
基
づ
く
一
次
判
定
が
軽
く
判
定
さ

れ
、
「
非
該
当
（
自
立
）
に
な
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
る
」
と
の
心
配
の
声
が
高
ま
っ
て
い
る
。
一
方
、
�
添
厚
生
労
働
大

臣
は
、
四
月
一
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
で
、
「
研
究
事
業
だ
と
、
今
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
は
〇
％
」
と
答
弁
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
新
・
要
介
護
認
定
基
準
で
非
該
当
に
な
る
人
は
、
今
ま
で
よ
り
増
え
な
い
と
想
定
し
て
い
る
の
か
。
も
し
、

そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

三

も
し
、
非
該
当
に
な
る
人
が
増
え
た
場
合
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
具
体

的
救
済
措
置
を
考
え
て
い
る
の
か
、
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。


